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第48号議案

茨城県男女共同参画推進条例の一部を改正する条例

茨城県男女共同参画推進条例（平成13年茨城県条例第 1号）の一部を次のように改正する。

目次中「禁止（第19条」を「禁止等（第19条・第20条」に改める。

第 3章の章名中「禁止」を「禁止等」に改める。

第19条に見出しとして「（性別による権利侵害の禁止）」を付し，同条第 1項中「いう」の次に「。以下同じ」を加え，

同条に次の 1項を加える。

3 何人も，性的指向（自己の恋愛又は性愛の対象となる性別についての指向のことをいう。以下同じ。）及び性自認（自

己の性別についての認識のことをいう。以下同じ。）を理由とする不当な差別的取扱いを行ってはならない。

第19条の次に次の 1条を加える。

（情報提供等）

第20条 県は，セクシュアル・ハラスメント及び配偶者等に対する暴力的行為の防止並びに性的指向及び性自認を理由と

する不当な差別的取扱いの解消を図るため，情報の提供，啓発その他必要な施策を講ずるものとする。

付 則

この条例は，平成31年 4月 1 日から施行する。

平成31年 2月27日提出

茨城県知事 大井川 和 彦
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第49号議案

茨城県霞ケ浦水質保全条例等の一部を改正する条例

（茨城県霞ケ浦水質保全条例の一部改正）

第 1条 茨城県霞ケ浦水質保全条例（昭和56年茨城県条例第56号）の一部を次のように改正する。

目次中「指定施設を設置する工場又は事業場」を「霞ケ浦指定事業場」に，「小規模事業所」を「霞ケ浦一般事業場」

に改める。

第 2 条第 5 項中「指定施設」を「霞ケ浦指定施設」に改め，同条第 7 項中「第11条の 3 第 2 項」の次に「及び第21

条の 2第 1項，法第 2条第 6項並びに茨城県生活環境の保全等に関する条例（平成17年茨城県条例第 9号）第35条第 3

項」を加える。

第11条の 2 中「（規則で定める者を除く。）」を削り，「， 6月に 1 回」を「 6月に 1 回，10立方メートル未満の場合

にあつては 1年に 1回」に改める。

第 3章第 2節の節名を次のように改める。

第 2節 霞ケ浦指定事業場

第11条の 3 第 1 項中「指定施設」を「霞ケ浦指定施設」に改め，「事業場」の次に「（以下「霞ケ浦指定事業場」と

いう。）」を加え，同条第 2項中「指定施設を設置する工場又は事業場」を「霞ケ浦指定事業場」に改め，「この節」の

次に「，第35条第 2号及び第37条第 5号」を加える。

第12条（見出しを含む。），第13条，第14条の見出し及び第15条から第18条までの規定中「指定施設」を「霞ケ浦指

定施設」に改める。

第19条第 1 項中「霞ケ浦流域内において」の次に「排出水の量が規則で定める量未満である霞ケ浦指定事業場（以

下「霞ケ浦小規模指定事業場」という。）以外の霞ケ浦指定事業場から」を加え，「工場又は事業場」を「霞ケ浦指定

事業場」に改め，同条第 2項中「指定施設」を「霞ケ浦指定施設」に改め，同条の次に次の 1条を加える。

（排水基準の遵守）

第19条の 2 霞ケ浦流域内において霞ケ浦小規模指定事業場から排出水を排出する者は，排水基準を遵守しなければ

ならない。

2 前条第 2項の規定は，前項の規定の適用について準用する。

第20条第 1 項中「指定施設」を「霞ケ浦指定施設」に改め，同条第 2 項中「前条第 2 項」を「第19条第 2 項」に改

める。

第21条中「（規則で定める者を除く。）」を削る。

第 3章第 3節の節名を次のように改める。

第 3節 霞ケ浦一般事業場

第21条の 2 中「水を排出する者のうち規則で定める小規模な事業所（次条において「小規模事業所」という。）を設

置しているものは，当該事業所」を「特定施設，霞ケ浦指定施設又は茨城県生活環境の保全等に関する条例第35条第 2

項に規定する排水特定施設を設置しない工場又は事業場（以下「霞ケ浦一般事業場」という。)から公共用水域に水を

排出する者は，当該霞ケ浦一般事業場」に改め，「排出する水」の次に「（以下この節において「排出水」という。）」

を加え，同条に次の 1項を加える。

2 前項の基準は，排出水に含まれる生物化学的酸素要求量，化学的酸素要求量，浮遊物質量又は窒素若しくはりん

の量についてのそれぞれの許容限度とする。

第21条の 3 の見出しを「（排出水を排出する者に対する措置）」に改め，同条第 1項中「小規模事業所を設置してい
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る」を「霞ケ浦流域内において排出水を排出する」に，「前条」を「前条第 1項」に改め，同条第 2項を次のように改

める。

2 知事は，前項の規定による指導又は助言をした場合において，霞ケ浦流域内において排出水を排出する者がなお

前条第１項の規定による基準を遵守していないと認めるときは，その者に対し，期限を定めて汚水又は廃液の処理

の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第21条の 3 に次の 1項を加える。

4 知事は，第 2 項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで排出水の排出を行つているときは，その者

に対し，期限を定めて汚水若しくは廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ，又は排出水

の排出の一時停止を命ずることができる。

第35条を次のように改める。

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は，50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定による命令（霞ケ浦小規模指定事業場に設置される霞ケ浦指定施設に係るものを除く。）に違反し

た者

(2) 第20条第 1 項の規定による命令（霞ケ浦小規模指定事業場から排出される排出水に係るものを除く。）に違反し

た者

(3) 第21条の 9又は第26条の規定による命令に違反した者

第37条中「一」を「いずれか」に改め，同条第 1号から第 3号までを次のように改める。

(1) 第11条の 2 の規定に違反して，報告をせず，又は虚偽の報告をした者

(2) 第12条，第13条又は第14条の規定による届出をせず，又は虚偽の届出をした者

(3) 第15条の規定による命令（霞ケ浦小規模指定事業場に設置される霞ケ浦指定施設に係るものに限る。）に違反し

た者

第37条中第 5号を第 8号とし，第 4号を第 6号とし，同号の次に次の 1号を加える。

(7) 第21条の 3 第 4項の規定による命令に違反した者

第37条第 3 号の次に次の 2号を加える。

(4) 第16条第 1 項の規定に違反した者

(5) 第20条第 1 項の規定による命令（霞ケ浦小規模指定事業場から排出される排出水に係るものに限る。）に違反し

た者

別表中「10立方メートル以上」を削り，同表備考第 7項中「(昭和46年政令第188号)」を削り，同項を同表備考第 8

項とし，同表備考中第 6項を第 7項とし，第 5項を第 6項とし，第 4項の次に次の 1項を加える。

5 水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第 1第74号に掲げる特定施設を設置する工場又は事業場

に係る排出水については，当該工場又は事業場を当該工場又は事業場に汚水又は廃液を排出する工場又は事業

場に係る区分に属するものとみなして，この表に掲げる排水基準を適用する。この場合において，当該工場又

は事業場につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは，それらの排水基準のうち，最小の許容限

度のものを適用する。

（茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部改正）

第 2条 茨城県生活環境の保全等に関する条例（平成17年茨城県条例第 9号）の一部を次のように改正する。

第46条の 2 第 1 項第 1 号中「次号及び第 3号」を「以下この項」に，「生物化学的酸素要求量，化学的酸素要求量及

び浮遊物質量」を「海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については次のアからウまでに掲げる全ての項目，

海域及び湖沼に排出される水については次のイ及びウに掲げる項目」に改め，同号に次のように加える。

ア 生物化学的酸素要求量
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イ 化学的酸素要求量

ウ 浮遊物質量

第46条の 2 第 1 項中第 5 号を第 6 号とし，第 4号を第 5 号とし，同項第 3号中「生物化学的酸素要求量，化学的酸

素要求量及び浮遊物質量」を「海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については第 1 号ア及びウに掲げる項

目，海域及び湖沼に排出される水については同号イ及びウに掲げる項目」に改め，同号を同項第 4号とし，同項第 2

号中「500立方メートル」を「50立方メートル」に，「生物化学的酸素要求量，化学的酸素要求量及び浮遊物質量」を

「海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については第 1号ア及びウに掲げる項目，海域及び湖沼に排出され

る水については同号イ及びウに掲げる項目」に改め，同号を同項第 3 号とし，同項第 1号の次に次の 1号を加える。

(2) 霞ケ浦及び北浦水域に排出される 1日当たりの平均的な水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満である

場合にあっては，海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については前号アからウまでに掲げる全ての項目，

海域及び湖沼に排出される水については同号イ及びウに掲げる項目について 1月に 1回

第 3条 茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部を次のように改正する。

第35条第 2 項第 1号中「以下この節」を「次号，次条第 2項及び第47条第 1項」に改める。

第36条に次の 2項を加える。

3 前 2 項の規定にかかわらず，霞ケ浦及び北浦水域（水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例（平成17年茨

城県条例第11号）別表第 1の水域の欄に掲げる霞ケ浦及び北浦水域をいう。以下同じ。）に排出水を排出する特定事

業場のうち，当該排出水の量が規則で定める量未満であるもの（以下「霞ケ浦小規模特定事業場」という。）に係る

排水基準（前条第 2項第 2 号に規定する項目に係るものに限る。以下「霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準」と

いう。）は，規則で定める。

4 霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準は，前条第 2 項第 2 号に規定する項目について，項目ごとに定める許容限

度とする。

第40条中「排水基準」の次に「（霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準を除く。第42条第 1 項及び第44条第 1 項にお

いて同じ。）」を，「含む」の次に「。次項において同じ」を加え，同条に次の 1項を加える。

2 知事は，第37条第 1 項又は前条第 1項の規定による届出（霞ケ浦小規模特定事業場に設置される排水特定施設に

係るものに限る。）があった場合において，排出水の汚染状態が当該霞ケ浦小規模特定事業場の排水口においてその

排出水に係る霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準に適合しないと認めるときは，その届出を受理した日から60日

以内に限り，その届出をした者に対し，その届出に係る排水特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の

処理の方法に関する計画の変更又は第37条第 1 項の規定による届出に係る排水特定施設の設置に関する計画の廃止

を命ずることができる。

第42条の次に次の 1条を加える。

（霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準の遵守）

第42条の 2 霞ケ浦小規模特定事業場から排出水を排出する者は，霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準を遵守しな

ければならない。

2 前条第 2項の規定は，前項の規定の適用について準用する。

第44条第 2 項中「前項」を「前 2項」に改め，同項を同条第 3項とし，同条第 1項の次に次の 1項を加える。

2 知事は，霞ケ浦小規模特定事業場から排出水を排出する者が，その汚染状態が当該霞ケ浦小規模特定事業場の排

水口において霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは，

その者に対し，期限を定めて排水特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ，

又は排水特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

第45条中「前条第 1項」の次に「又は第 2項」を加え，「同項」を「これら」に改める。
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第46条の 2 第 1 項中「除く」を「除き，湖沼水質保全特別措置法（昭和59年法律第61号）第14条の規定により水質

汚濁防止法第 2 条第 3 項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設（湖沼水質保全特別措置法施行令（昭和60年

政令第37号）第 5 条第 1 号に掲げる施設に限る。）を含む」に，「が水質汚濁防止法」を「が同法」に改め，「（平成17

年茨城県条例第11号）」を削り，同項第 1 号中「（水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例別表第 1の水域の欄

に掲げる霞ケ浦及び北浦水域をいう。以下この項において同じ。）」を削り，同項中第 6号を第 7号とし，第 5号を第 6

号とし，第 4号の次に次の 1号を加える。

(5) 霞ケ浦及び北浦水域に排出される 1 日当たりの平均的な水の量が10立方メートル未満である場合にあっては，

海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については第 1 号ア及びウに掲げる項目，海域及び湖沼に排出さ

れる水については同号イ及びウに掲げる項目について 1年に 1回

第108条中「第35条第 3 項」の次に「，水質汚濁防止法第 2条第 6項並びに茨城県霞ケ浦水質保全条例（昭和56年茨

城県条例第56号）第11条の 3 第 2 項及び第21条の 2第 1項」を加える。

第126条第 2号中「第36条第 1項」の次に「若しくは第 3項」を加える。

第128条中「第40条」を「第40条第 1項」に改める。

第129条第 1項第 2号中「若しくは第 3項」の次に「，第40条第 2項，第44条第 2項」を加える。

（水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の一部改正）

第 4 条 水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例（平成17年茨城県条例第11号）の一部を次のように改正する。

第 2条第 3項中「昭和46年政令第188号」の次に「。以下「政令」という。」を加える。

第 3条第 2号を次のように改める。

(2) 別表第 2 のその 9 の表及び別表第 3の霞ケ浦及び北浦水域に排出するものの項に掲げる排水基準は，排出水の

量の多少にかかわらず，全ての工場又は事業場に係る排出水について適用する。

第 3条中第 8号を第 9号とし，同項第 7号中「第 1号の規定が適用される水域」を「霞ケ浦及び北浦水域」に，「30

立方メートル」を「20立方メートル」に，「第 2号の規定が適用される」を「それ以外の」に，「20立方メートル」を

「30立方メートル」に改め，同号を同条第 8 号とし，同条中第 6 号を第 7 号とし，第 5 号の次に次の 1号を加える。

(6) 政令別表第 1第74号に掲げる施設を設置する工場又は事業場（以下「共同処理場」という。）に係る排出水につ

いては，当該共同処理場を当該共同処理場に汚水又は廃液を排出する工場又は事業場の属する工場又は事業場の

区分に属するものとみなして，別表第 2 又は別表第 3の排水基準を適用する。この場合において，当該共同処理

場に汚水又は廃液を排出する工場又は事業場につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは，それら

の排水基準のうち，最小の許容限度のものを適用する。

別表第 2のその 1 の表からその 8の表までの規定中「並びにこれらの工場又は事業場から排出される水の処理施設

を設置するもの」を削る。

別表第 2のその10の表中「並びにこれらの工場又は事業場から排出される水の処理施設を設置するもの」を削り，

同表備考中「水質汚濁防止法施行令」を「政令」に改める。

別表第 2のその11の表中「並びにこれらの工場又は事業場から排出される水の処理施設を設置するもの」を削る。

「
1 日当たりの平均的な排出水

「
1日当たりの平均的な排出水

の量が50立方メートル以上の の量が50立方メートル以上の

別表第 3中
もの

を
もの

に改める。
1 日当たりの平均的な排出水 1日当たりの平均的な排出水

の量が7.5立方メートル以上 の量が50立方メートル未満の

50立方メートル未満のもの
」

もの
」
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付 則

（施行期日）

1 この条例は，平成33年 4 月 1 日から施行する。ただし，第 1条（茨城県霞ケ浦水質保全条例別表備考の改正規定に

限る。），第 2条及び第 4 条（水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例第 3条第 2 号及び別表第 3の改正規定を

除く。）並びに付則第 3項の規定は，公布の日から施行する。

（茨城県霞ケ浦水質保全条例の一部改正に伴う経過措置）

2 この条例の施行の日前に第 1 条の規定による改正前の茨城県霞ケ浦水質保全条例第21条の 3 第 2 項の規定に基づく

勧告を受けた者については，同条第 3項の規定は，なおその効力を有する。この場合において，同項中「前項」とあ

るのは，「茨城県霞ケ浦水質保全条例等の一部を改正する条例（平成31年茨城県条例第 号）第 1条の規定による改正

前の茨城県霞ケ浦水質保全条例第21条の 3 第 2項」とする。

（茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部改正に伴う経過措置）

3 知事は，第 3条の規定による改正後の茨城県生活環境の保全等に関する条例第36条第 3 項の霞ケ浦小規模特定事業

場特定排水基準を定めようとするときは，この条例の施行の日前においても，茨城県環境審議会の意見を聴くことが

できる。

（茨城県建築基準条例の一部改正）

4 茨城県建築基準条例（昭和36年茨城県条例第21号）の一部を次のように改正する。

第46条の 3 中「排出される水（」の次に「水質汚濁防止法第 2条第 6 項，」を，「第11条の 3 第 2 項」の次に「及び

第21条の 2第 1項並びに茨城県生活環境の保全等に関する条例（平成17年茨城県条例第 9号）第35条第 3項」を加え，「同

条例」を「茨城県霞ケ浦水質保全条例」に改める。

平成31年 2月27日提出

茨城県知事 大井川 和 彦
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